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第 １ 節　日本におけるマネロン等対策の
概要（総論）

　マネー・ローンダリング、テロ資金供与、
拡散金融（以下「マネロン等」という）とは、
①犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取
引で得たように見せかけたり、多数の金融機
関（信託銀行、信託会社を含む）を転々とさ
せることで、資金の出所をわからなくしたり
する行為（マネー・ローンダリング）、②テ
ロの実行支援等を目的としてテロリスト等に
資金を渡す行為（テロ資金供与）、及び③核
兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者

へ資金を渡す行為（拡散金融）をいう。金融
サービスを悪用して、制裁対象とされている
国・組織・個人や犯罪者に資金が渡ることと
なれば、更なる犯罪行為やテロ行為を助長す
るということにつながるため、金融機関が不
正な資金の流れを止め、国際社会や政府・規
制当局と連携してマネロン等対策に取り組む
ことの重要性は、技術の進歩による決済手段
の多様化や取引のグローバル化等の進行、金
融取引の複雑化する中で、これまでになく高
まっている。マネロン等対策の機能不全によ
る巨額の制裁金や行政処分といった過去の事
例も見られ、企業のレピュテーションにも影
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響することから、金融機関にとってマネロン
等対策は、コンプライアンス上の最重要課題
の一つと認識されている。また、金融庁は、
経営陣の関与・理解の下、組織全体として実
効的な管理態勢の構築を行うことが重要であ
るとしている（1）。
　日本におけるマネロン等対策に関する法制
度は、1980年代から段階的に発展してきた。
現在、①一定の範囲の事業者に顧客管理その
他の防止措置を義務付けること、②マネー・
ローンダリングを刑事罰の対象とすること、
③犯罪により得られた収益を剥奪し得るもの
とすること、④テロリズムに対する資金供与
を防止することの 4点をその柱とし、犯収
法（2）、外為法（3）、麻薬特例法（4）、組織的犯罪
処罰法（5）、テロ資金提供処罰法（6）、及び国際
テロリスト財産凍結法（7）等の法令のもと、マ
ネロン等対策を実施するという構造になって
いる。これらの法律は、その目的により「取
締規定」と「防止規定」に分けられる。
　防止規定である犯収法及び外為法により、
一定の範囲の事業者（特定事業者（金融機関
として、信託銀行、信託会社を含む））は、
顧客管理その他の犯罪収益の移転防止策等を
講じること等が義務付けられている（8）。
　日本におけるマネロン等対策の中核的な役

割は、国家公安委員会及び警察庁が担ってお
り、犯罪収益移転防止制度の所管と法案の立
案を行うとともに、資金情報機関（Financial 
Intelligence Unit （FIU））の機能を果たし
ている。警察庁刑事局組織犯罪対策部に設
置された犯罪収益移転防止対策室（Japan 
Financial Intelligence Center （JAFIC））は、
特定事業者から届け出られた疑わしい取引に
関する情報を集約し、整理・分析して捜査機
関等に提供する業務等、犯収法の施行におい
て中心的役割を果たしている（9）。
　金融庁は、犯収法 2条 2項に規定する特定
事業者のうち、監督対象である金融機関等（信
託銀行、信託会社を含む）の監督に関して責
任を負う。金融庁は、その監督する事務につ
いて、監督の考え方、監督上の着眼点と留意
点、具体的監督手法等を示した監督指針等を
策定しており、その中で金融機関等のマネロ
ン等対策に関する監督方針を示している。さ
らに、金融庁は、金融庁所管の事業者を対象
として、マネー・ローンダリング及びテロ資
金供与対策への各金融機関の取り組みについ
てのモニタリングの着眼点を明示する目的
で、2016年にマネー・ローンダリング及びテ
ロ資金供与対策に関するガイドライン（以
下「マネロンガイドライン」という）を策定

取締規定 麻薬特例法、組織的犯罪処罰法
犯罪を通じて形成された財産に着目し、犯罪組織の資金基盤に打撃を与えることを目的と
するもの
テロ資金提供処罰法、外為法、国際テロリスト財産凍結法
テロリスト等を資産凍結等の対象とすることにより、テロリストの活動に不可欠な資金を
絶つことを目的とするもの

防止規定 犯収法、外為法
犯罪による収益が移転された場合の追跡を容易にし、訴追や剥奪を免れようとする行為を
困難にすることにより、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を抑止することを目的
とするもの

【図表：日本におけるマネロン等対策に関する法制度】
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している。信託業を営む者も、マネロンガイ
ドラインの対象事業者として、ガイドライン
中「対応が求められる事項」（これに係る措
置が不十分であるなど、マネロン・テロ資金
供与リスク管理態勢に問題があると認められ
る場合には、業態ごとに定められている監督
指針等も踏まえながら、必要に応じ、報告徴
求・業務改善命令等の法令に基づく行政対応
を行い、金融機関等の管理態勢の改善を図る
もの）、及び「対応が期待される事項」（これ
に係る態勢整備を前提に、特定の場面や、一
定の規模・業容等を擁する金融機関等の対応
について、より堅牢なマネロン・テロ資金供
与リスク管理態勢の構築の観点から対応する
ことが望ましいと考えられる事項）への対応
が求められている。
　さらに、金融庁は、リスクベース・アプロ
ーチによるマネロン・テロ資金供与リスク
管理態勢の構築・維持は、国際的にみても、
金融活動作業部会（Financial Action Task 
Force、以下「FATF」という）の勧告等の
中心的な項目であるほか、主要先進国でも定
着しており、前記の機動的かつ実効的な対応
の必要性も踏まえれば、我が国金融システム
に参加する金融機関等にとっては、当然に実
施していくべき事項（ミニマム・スタンダー
ド）であるとし（10）、マネロンガイドライン
では、法令のように一律の対応を求めるもの
ではなく、リスクベース・アプローチによ
り、自社の提供する商品・サービス、取引形
態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリ
スク（11）を踏まえ、マネロン・テロ資金供与
リスク管理態勢を構築・維持することが求め
られている。したがって、信託を営む者にと
っても、当然に自社の営む信託業務の特性を
踏まえたリスクベース・アプローチによるマ

ネロン等対策が必要となる。
　こうした背景を受け、本稿では、信託業を
営む者（特に信託会社）の観点から、信託会
社に適用のある犯収法と外為法について、監
督指針及びマネロンガイドラインの関連部分
も踏まえ、実務上の検討点を説明する。もっ
とも、信託会社によって取り扱う商品・サー
ビスの内容が異なるため、マネロン等リスク
とその対策も様々であることから、本稿で検
討する内容は、ひとつの考え方にすぎないこ
とに留意されたい。

第 ２ 節　信託とマネー・ローンダリング
リスク

　信託業を営む信託銀行及び信託会社は、マ
ネロン等対策に関する法律上の義務として犯
収法及び外為法上の義務を履行する必要があ
る。 加えて、金融庁の監督指針及びマネロ
ンガイドラインにおいて、リスクベース・ア
プローチにより、自社のマネロン等リスクに
応じた管理態勢を構築・維持することが求め
られている。
　信託特有のマネー・ローンダリングリ
スクとして、「犯罪収益移転危険度調査書
（National Risk Assessment （NRA））」では、
信託会社等が取り扱う信託について、「信託
が悪用されたマネー・ローンダリング事犯検
挙事例は近年認められないものの、信託は、
委託者が受託者に単に財産を預けるのではな
く、財産権の名義並びに財産の管理権及び処
分権まで移転させるものであるとともに、信
託前の財産を信託受益権に転換することによ
り、信託目的に応じて、その財産の属性、数
及び財産権の性状を変える機能を有している
ことから、マネー・ローンダリング等の有効
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な手段となり得る」と評価されている（12）。
　金融庁は、2023年 6 月に公表した「マネー・
ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対
策の現状と課題」において、「信託スキーム
に特有な点は、金融機関と顧客の関係が、財
産等の当初の保有者（委託者）、信託銀行・
信託会社（受託者）のみならず、財産等の権
利の移転を受ける者（受益者）も含む三者関
係となる点である。信託銀行・信託会社にお
いては、受託者として、委託者のみならず受
益者についても十分な顧客確認・リスク評価
手続等を実施していく必要がある。また、特
に信託会社の取り扱う商品・サービスは、個々
の事業者に特徴的なものも存在する。信託会
社においては、こういった商品・サービスに
つき、NRAや FATFのガイダンス等を参照
するだけでなく、自らの業務の特徴等を踏ま
え、包括的かつ具体的なリスクの特定・評価
を実施する必要がある」と評価している（13）。
また、同文書中、「金融商品取引業者のリス
クの所在」として、「資産運用業務においては、
投資家から犯罪収益が流入するリスクや、金
融商品取引業者等の投資行動を通じた経済制
裁対象者等が関与している企業等に対する資
金流入のリスク等が考えられる。そのため、
金融商品取引業者等はマネロン対策等におい
ては、例えば、自社による直接的投資先であ
れば、投資先の役員や実質的支配者について
制裁対象者リストと照合することや、ファン
ド・オブ・ファンズを通じた投資等、運用委
託先を通じた間接的投資であれば、委託先運
用業者に対してマネロン等リスク管理態勢の
確認を行う等の対応が考えられる（14）。」と評
価していることも踏まえ、特に運用型信託会
社においては、委託者から受託する資金の源
泉、信託財産の投資先及び運用委託先に対し

ても、マネロン等リスクが所在することを認
識したうえで、リスク低減措置を講ずること
が望ましいと考える。
　金融庁は、その監督指針において、マネー・
ローンダリング等の防止に向けて、信託会社
及び信託兼営金融機関に対して、取引時確認
等を適切に実施するための態勢整備を求めて
おり、さらに2018年 2 月に、金融機関におけ
る実効的なマネロン等対策の基本的な考え
方を明らかにしたマネロンガイドラインを、
2021年 2 月には、「マネロン対策ガイドライ
ンに関するよくあるご質問（FAQ）」を策定・
公表し、金融機関に求めるマネロン等対策の
明確化を行うとともに、所管する金融機関に
対し、2024年 3 月までにガイドラインで求め
ている対応について態勢の整備を完了するよ
う要請している。そこでは、マネロン等対策
はすべての金融機関等に一律に共通するもの
ではなく、その取り扱う商品・サービス、取
引形態、対象とする国・地域、顧客の属性等
を踏まえたリスクベースでの態勢整備が必要
であるとしている。
　こうしたなか、信託会社等においては、マ
ネロン等対策の実施に当たり、特定事業者作
成書面等（リスク評価書）の作成や、規程・
マニュアルの整備、危険度が高いと考えられ
る取引の洗い出し、危険度が高い取引のモニ
タリングの厳格化等に取り組むなど、内部管
理体制の確立・強化を図ることが求められて
いる。

第 ３ 節　犯罪による収益の移転防止に関
する法律（犯収法）

1.　目　　的
　犯収法は、FATF による平成15年（2003
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年）の「40の勧告」の改訂や、マネー・ロー
ンダリングの変化等を踏まえ、金融機関等本
人確認法（15）の全部及び組織的犯罪処罰法の
一部を母体として制定された法律である（16）。
一定の範囲の事業者（特定事業者）による顧
客等の取引時確認、記録等の作成・保存、疑
わしい取引の届出等の措置を講ずることによ
り、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法による
措置と相まって、犯罪による収益の移転防止
を図り、併せてテロ資金供与防止条約等の的
確な実施を確保し、もって国民生活の安全と
平穏を確保するとともに、経済活動の健全な
発展に寄与することを目的とし（犯収法 1
条）、犯罪による収益（17）の移転防止のための
制度を定めることを内容としている。

2.　特定事業者の義務、特定業務、特定取引
⑴　特定事業者の義務
　犯収法において取引時確認等の措置を講ず
ることとなる事業者は、「特定事業者」とさ
れ（犯収法 2条 2項）、その範囲はFATFの
勧告や日本における事業者の活動状況を踏ま
え、定められている。金融機関等（信託銀行（同
条同項 1号）、信託会社（同条同項25号）、信
託業法50条の 2第 1項の登録を受けた者（以
下「自己信託会社」という）（同条同項26号）
も含まれる）は、「特定事業者」である。なお、
信託業法が適用されない信託受託者は、特定
事業者として定められていない。
　犯収法上、特定事業者には以下の義務が課
せられているが、本節では、まず、信託業の
観点から特定業務と特定取引等を整理し、信
託会社の業務・実務に関わる点を中心に、犯
収法上の義務を整理・検討する。
・取引時確認
・確認記録の作成・保存（ 7年間保存）

・取引記録等の作成・保存（ 7年間保存）
・疑わしい取引の届出（※司法書士等の士業
者を除く）

・コルレス契約等締結時の厳格な確認
・外国為替取引並びに電子決済手段及び暗号
資産の移転に係る通知

・取引時確認等を的確に行うための措置

⑵　特定業務
　犯収法では、特定事業者が行う業務のすべ
てが必ずしも義務の対象となるわけではな
く、犯収法上の措置・義務（取引記録の作成・
保存、疑わしい取引の届出義務等）の対象と
なる業務（「特定業務」）の範囲が定められて
いる。金融機関等である信託銀行及び信託会
社は、当該特定事業者が行う業務（付随業務
等も含む）が「特定業務」に該当する（犯収
法施行令 6条 1項1号）。すなわち、信託会社
は信託業務に加えて信託業法21条により法定
他業（信託契約代理業、信託受益権売買等業
務、財産の管理業務（ 1項））、及び承認を受
けた兼業業務（ 2項）を行うことができるが、
これらは信託会社が行う業務として「特定業
務」に該当することとなる。自己信託会社は、
自己信託に係る事務に関する業務が「特定業
務」となる（犯収法施行令 6条 1項10号）（18）。
　そして、「特定業務」に該当する業務にお
いては、信託会社は取引記録の作成・保存、
疑わしい取引の届出等の義務を負う（犯収法
7条、 8条）。

⑶　特定取引
　特定事業者は、特定業務のうち「特定取引
等」を行うに際しては、取引時確認を行わな
ければならない（犯収法 ４条 １項）。「特定取
引等」とは、①特定業務のうち、取引時確認
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義務の対象となる行為で、政令で特定事業者
毎に定められている取引のうち簡素な顧客管
理を行うことが許容される取引として主務省
令で定めるものを除いたもの（以下「対象取
引」、犯収法施行令 7条）、及び②特別の注意
を要する取引（対象取引以外の取引で、顧客
管理を行う上で特別の注意を要するものとし
て定められている取引 （19））の二類型の取引
をいう（20）。

⑷　信託に関する対象取引
　「対象取引」の類型は、特定事業者毎に定
められており、信託に関するものは、以下 2
つの類型が規定されている。
　①　信託に係る契約の締結（犯収法施行令

7条 1項 1号ハ）
　既に締結された信託契約の変更、及び既
に締結された信託契約に関する信託財産の
追加・変更は、これには該当しないと考え
られる。
　また、⒤投資信託・外国投資信託の受益
証券、及びⅱ外国法における⒤に相当する
ものについての信託契約の締結は、犯収法
施行令 7条 1 項1号リ（金商法 2条 8 項各
号の契約の締結）の類型に当たるため、重
複しないよう除外されている。そして、ⅲ
担保付社債信託法 2条 1項に基づく担保付
社債の発行のための社債発行企業と信託銀
行・信託会社との間の信託契約の締結は、
担保目的にすぎず、受益権の行使の結果資
金の移動を伴うものではないことにより、
除外されている（21）。
　上記の他、犯罪による収益の移転の危険
性の程度を勘案して、「簡素な顧客管理が
許容される」ものとして、その顧客である
事業者が法令の規定により⒤当該法令の規

定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産
を保証金その他これに類するものの供託に
充てること、又はⅱ ⒤に掲げるもののほ
か、当該顧客がその行う事業を廃止した場
合その他の当該事業に係る取引の相手方の
保護に欠けるおそれがあることとなった場
合に当該相手方に返還すべき金銭その他の
財産を管理することのいずれかを目的とし
て行うものについては、取引時確認義務及
び確認記録の作成・保存の義務が免除され
ている（犯収法施行規則 4条 1項 1号）（22）。
例えば、金融商品取引業者との顧客分別金
信託（金融商品取引法43条の 2 第 2 項）、
商品顧客区分管理信託（金融商品取引業等
に関する内閣府令142条の 5第 1項）、顧客
区分管理信託（金融商品取引業等に関する
内閣府令143条の 2第 1項）、発行保証金信
託契約（資金決済に関する法律16条 1 項）、
履行保証金信託契約（資金決済に関する法
律45条 1 項）、利用者区分管理信託（仮想
通貨交換業者に関する内閣府令21条 1 項）
等の信託契約の締結又はこれらの規定によ
る信託行為若しくは信託法89条 1 項に規定
する受益者を指定する権利の行使による当
該信託の受益者との間の法律関係の成立
は、この規定により簡素な顧客管理が認め
られる。

　②　信託行為、信託法89条 1 項に規定する
受益者指定権等の行使、信託の受益権の
譲渡その他の行為による信託の受益者と
の間の法律関係の成立（一定のものを除
く）（犯収法施行令 7条 1項 1号ニ））
　この規定は、信託の受益者の変更等、信
託の受益者との間の法律関係の成立を対象
とするものである。⒤受益者が特定されて
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いない場合、ⅱ受益者が存在しない場合、
ⅲ受益者が受益の意思表示をしていない場
合、又はⅳ受益者の受益権に停止条件若し
くは期限が付されている場合は、特定事業
者がその受益者の特定・存在、その受益の
意思表示、又は、停止条件の成就若しくは
当該期限の到来を知ったときに、その受益
者について受託者と受益者との間で法律関

係が成立したものとみなされる（取引時確
認が必要となる時期の詳細は、後記⑷「顧
客に準ずる者」を参照のこと）。ここでも
同様に、犯収法施行令 7条 1項 1号リ（金
商法 2条 8項各号の契約の締結）の類型に
当たるものは、重複を避けるため除外され
ている。

【図表：特定業務・特定取引等と、適用される主な義務】

特定業務（信託銀行・信託会社の場合は、そのすべての業務）
-　取引記録等の作成・保存
-　疑わしい取引の届出

特定取引等
①対象取引（信託契約の締結等）
-　取引時確認
-　確認記録の作成・保存
②特別の注意を要する取引

　なお、取引の類型が対象取引に属しない
場合であっても「特別の注意を要する取引」
は、「特定取引等」に該当し、取引時確認
が原則として必要となる点に留意が必要で
ある（犯収法 4条 3 項、施行令13条 2 項、
規則17条）。したがって、例えば、既に締
結済みの信託契約に関する信託財産の追加
の態様が疑わしい取引に該当する可能性が
ある場合には、「特別の注意を要する取引」
として、（信託契約締結時に取引時確認済
みであっても改めて）取引時確認を行う必
要がある。

3.　取引時確認、確認記録の作成・保存、取
引記録等の作成・保存
⑴　取引時確認
　特定事業者が、「顧客等」との間で特定業

務のうち「特定取引等」を行うに際しては、
犯収法上定められる取引時確認の方法に従
い、本人確認書類の提示を受けるなどして「顧
客等」の本人特定事項、取引を行う目的等の
確認を行わなければならない（犯収法 4条 1
項）。
　本人特定事項とは、個人の場合は氏名・住
所・生年月日、法人の場合は名称・所在地で
ある。この本人特定事項の確認を行うことを
「本人確認」といい、本人特定事項の他に、
取引の目的、実質的所有者等の確認もあわせ
て行うことを「取引時確認」という。さらに、
マネー・ローンダリングのリスクが高い取引
（「ハイリスク取引」（23））については、取引時
確認に係る事項をより厳格な方法で確認する
こと、並びに資産及び収入の状況を確認する
ことが求められる（犯収法 4条 2項）。
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　また、取引時確認に係る事項、取引時確認
のためにとった措置等は、記録し、取引終了
日から ７年間保存しなければならない（犯収
法 6条）。さらに、特定事業者は、取引時確
認事項に係る情報の更新のための措置を講じ
ること、その他必要な体制の整備を行うこと
を義務づけられている（犯収法10条）。
　信託会社の場合は、その行う業務すべてが
特定業務に該当する（犯収法別表（第 4条関
係）、犯収法施行令 6条 1項 1号）。特定業務
のうち対象取引に該当する業務については、
取引時確認、確認記録の作成・保存が義務付
けられているため、自社の行う業務内容に照
らして、特に法定他業又は兼業業務として信
託以外の業務を行う場合は、対象取引に該当
する業務の範囲を特定し、取引時確認及び確
認記録の保存・作成の要否を社内規程等に整
理することが有益である。例えば、法定他業
として行う信託受益権売買等業務は、金商法
2条 8項 1号から 6号まで若しくは10号に掲
げる行為又は同項 7号から 9号までに掲げる
行為により顧客等に有価証券を取得させる行
為を行うことを内容とする契約の締結（犯収
法施行令 7条 1項 1号リ）に該当する場合は、
対象取引である。また、信託会社が兼業業務
により複数の類型の特定事業者に該当する場
合には、該当する全ての特定事業者の類型を
踏まえて対象取引の範囲を精査する必要があ
る（24）。

⑵　取引時確認事務の委託
　取引時確認事務を信託契約代理店等に委託
できるかについては、委託した特定事業者の
責任において、委託先による取引時確認及び
確認記録の作成、保存の措置が確実に行われ
れば可能であると考えられるとされている。

この場合、特定事業者は自社で確認記録を保
存している場合と同様に、必要に応じて直ち
に確認記録を検索できる状態を確保しておか
なければならないと考えられるとされてい
る（25）。信託会社等に関する総合的な監督指
針においても、信託契約代理店を通じて信託
引受を行なう場合は、取引時確認等の措置の
的確な実施、組織犯罪等の利用防止及び信託
取引からの排除の実効性を確保するために、
当該信託契約代理店と連携する態勢を整備す
ることが求められている（26）。従って、信託
契約代理店が取引時確認等の業務を行う場合
には、当該信託契約代理店が特定事業者に該
当しない場合でも、当該信託契約代理店が犯
収法に基づく手続きを理解し適切に履行する
ことを委託契約等で要求する等の対応が必要
であろう。但し、この場合においても、信託
契約代理店に犯収法違反があった場合は犯収
法に基づき直接に行政に対して責任を負うの
は、委託元である特定事業者であって、委託
先企業ではないため（27）、定期的な代理店監
査等を通じて、代理店が犯収法に基づく手続
きを適切に履行しているかを検証するといっ
た確認を行うことは有益である。

⑶　「顧客等」
　取引時確認の対象となる「顧客等」とは、
「顧客（クレジットカード事業者にあっては、
利用者たる顧客）又はこれに準ずる者として
政令で定める者をいう」とされている（犯収
法 2条 3項）。顧客とは取引の相手方であり、
取引の内容が契約の締結である場合は契約の
相手方が顧客となる。犯収法上、「顧客」の
定義は存在しないが、「顧客」とは、特定事
業者が特定業務において行う特定取引等の相
手方をいい、これに当たるか否かについては、
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取引を行うに際して取引上の意思決定を行っ
ているのは誰かということと、取引の利益（計
算）が実際には誰に帰属するのかということ
を総合判断して決定される（28）。

⑷　「顧客に準ずる者」
　信託の受益者は、「顧客に準ずる者」とし
て定められている（犯収法施行令 5条、犯収
法施行規則 3条）。このため、信託契約の締
結、受益者指定権の行使、信託の受益権の譲
渡その他の行為による信託の受益者との間の
法律関係の成立に際しての取引時確認の対象
は、契約の相手方である委託者に加え、受益
者も「顧客等」に含まれ、「特定取引等」を
行うに際しては、取引時確認が必要である。
これは、受益者は、信託財産から生じる財産
的利益を享受する者であり、信託という形式
を用いた犯罪収益の移転が行われる場合には
当然に主要なステークホルダーになるため、

これらの取引が受託者と受益者との間で行わ
れた場合には、受託者である特定事業者に受
益者の取引時確認を行う必要があることを規
定するものである（29）。委託者と受益者が異
なる他益信託の場合、信託契約の締結は、信
託の委託者と受託者との間で行われることも
あるため、受益者の取引時確認が必要である
ことに留意が必要である。
　信託契約締結時に、①信託契約の締結と、
②受益者との法律関係の成立との双方が「顧
客等との取引」となりうる。①との関係では
信託契約の相手方である委託者が顧客等とな
り、②との関係では、受益者が顧客等とな
る（30）。自益信託の場合は、信託契約時の委
託者の取引時確認をもって①及び②の取引時
確認が同時に終了したとみなすことができる
とされている（31）。一方、他益信託の場合の
受益者の取引時確認の時期は、犯収法 7条 2
項において、次のように規定されている。

【図表：他益信託の場合の受益者の取引時確認の時期（32）】

場　　　合 取引時確認の必要なタイミング

受益者が特定されていない場合 特定を知った時

受益者が存在しない場合 存在するようになり、かつ、その存在を知った時

受益者が受益の意思表示をしていない場合 受益の意思表示を知った時

受益権に停止条件が付されている場合 停止条件の成就を知った時

受益権に停止期限が付されている場合 停止期限の到来を知った時

　ここでいう、「知った時」は、例えば、①
受益者が受託者に信託財産に係る給付請求を
したとき、②受益証券発行信託の場合の譲受
人が、受託者に受益権原簿の受益権者名の
書換請求をした時等、受託者が信託に関し
て、当該受益者との間での行為を通じて受益

者を確知したと言い得る場合との趣旨とされ
る（33）。
　なお、信託の受益者のうち一定の者につい
ては、マネー・ローンダリングやテロ資金供
与に利用する自由度が低い等の理由により、
取引時確認の対象とはならない（犯収法施行
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令 5条、犯収法施行規則 3条）。この規定に
より、例えば、①勤労者財産形成貯蓄契約、
勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形
成基金契約（給与からの天引き又は継続的雇
用者による拠出金の払込みによるものであ
り、受益者が自由に活用できるものではない）
②年金に関する信託（給付金の支給開始年齢
は一定年齢以上であり、契約の締結から受給
の開始まで長期間を要すること）、並びに③
加入者保護信託契約（性質上、犯罪による収
益の移転に利用される恐れが低い）は、その
性質に鑑みテロ資金供与及びマネロンに利用
する自由度が低いことを理由に、取引時確認
の対象から除外されている（34）。

⑸　代表者等についての確認
　特定取引等の任に当たっている自然人が顧
客等と異なる場合（例えば、顧客等が法人で
ある場合や、顧客等（法人・自然人）の代理
人が取引の任に当たっている場合）には、顧
客等についての確認に加え、当該取引の任に
当たっている自然人（代表者等）について、
その本人特定事項の確認を行う必要がある
（なお、法人の「代表者等」は、法人を代表
する権限を有している者には限られない）（犯
収法 4条 4 項）。また、代表者等の本人特定
事項を確認するに当たっては、その前提とし
て、代表者等が委任状を有していること、電
話により代表者等が顧客等のために取引の任
に当たっていることが確認できること等の当
該代表者等が顧客等のために特定取引等の任
に当たっていると認められる事由の確認が必
要となる（犯収法施行規則12条5項）。
　顧客が法人である場合の取引の任に当たっ
ている自然人（取引担当者）、又は顧客（自
然人・法人）が代理人や受益者代理人を指定

する場合は、それらの者についても本人特定
事項の確認が必要となる。

⑹　確認記録の作成・保存
　特定事業者が取引時確認を行った場合に
は、直ちに確認記録を作成し、特定取引に係
る契約が終了した日から 7年間保存しなけれ
ばならない（犯収法 6条 1項）。記録事項は、
顧客等の属性（自然人・法人）、代表者等に
よる取引であるか否か、本人確認書類の提示・
送付を受けたか等により記録すべき事項が異
なる（犯収法施行規則20条 1 項各号）。なお、
確認記録の内容に変更又は追加があることを
知った場合には、当該変更・追加事項を確認
記録に付記する必要があるが、その際、既に
確認記録に記載されている内容を消去しては
ならない（犯収法施行規則20条 3 項）。

⑺　取引記録等の作成・保存
　特定事業者は、特定業務に係る取引を行っ
た場合には、少額の取引等を除き、直ちに取
引の期日・内容等を記録し 7年間保存しなけ
ればならない（犯収法 7条 1項）。この義務は、
特定業務に係る取引を対象としている（特定
取引等に限られない）ため、取引時確認を行
うべき取引に限らず作成する必要がある。例
えば、締結済みの信託契約に係る各種取引（信
託財産の追加・変更、信託財産の運用のため
の各種取引等）も取引記録の作成・保存義務
の対象となる。

4.　疑わしい取引に関する情報の提供
⑴　届出制度
　疑わしい取引の届出制度は、特定事業者が
届け出た情報をマネー・ローンダリング事犯
及びその前提犯罪の捜査等に役立てるととも
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に、特定事業者の提供するサービスが犯罪者
に利用されることを防止し、経済活動の健全
性とその信頼を確保することを目的とする制
度である。
　特定事業者は、取引時確認の結果その他の
事情を勘案して、①特定業務において収受し
た財産が犯罪による収益である疑いがある場
合、又は②特定業務に関し顧客が犯罪による
収益の隠匿を行っている疑いがあると認めら
れる場合においては、速やかに届け出なけれ
ばならない（犯収法12条及び13条）。特定業

務に係る取引全般が対象であるため、取引時
確認・取引記録等保存の対象となっていない
取引（例えば、信託契約の締結の後の入出金
等）も疑わしい取引の届出の対象となる。
　疑わしい取引の届出の要否の判断は、取引
時確認の結果、当該取引の態様その他の事情
及び犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案
し、かつ、主務省令で定める項目に従って、
当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認
する方法その他の主務省令で定める方法によ
り行わなければならない（犯収法 8条 2項）。

主務省令で定める項目（犯収法施行規則 26 条各項）

①　他の顧客等との間で通常行う一般的な取引の態様との比較（その業界における一般的な商慣習に
照らして、マネロンの疑いがあるかどうかを確認するもの）

②　当該顧客等との過去の取引の態様との比較（過去の顧客等との取引と比較して、マネロンの疑い
があるかどうかを確認するもの）

③　取引時確認の結果とその他取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

主務省令で定める方法（犯収法施行規則27条各項）

新規顧客
一見客

上記①から③の項目を他の顧客等の取引と比較して疑わしい点がないかを判断

既存顧客 上記①から③の項目に従った確認に加え、確認記録・取引記録を作成・保存して
いるので、当該顧客等のこれら記録に基づき、当該顧客等の過去の取引と比較し
て疑わしい点がないかを判断

マネロンリスクが
高い取引

上記の新規顧客・一見客及び既存顧客の確認方法に加え、
- 顧客等又は代表者等に対する質問その他の調査（取引時確認の際に顧客等から
申告を受けた職業等の真偽を確認するためにインターネット等を活用して追加
情報を収集すること等（35））を行ったうえで、
- 業務統括管理者等が当該取引に疑わしい点がないかを確認

　判断に際しては、当該特定事業者の業種及
び規模に応じて必要と考えられる範囲で行う
こととなるとされる（36）。信託会社に関する
総合的な監督指針においては、疑わしい取引
の届出を行うに当たって、顧客等の属性、取
引時の状況その他信託会社の保有している当

該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案し
た上で上記の項目・方法に従った適切な検討・
判断が行われる態勢を整備することが要求さ
れている。態勢整備に当たっては、①顧客等
の資産背景、資金源泉、取引関係者等の相互
関係、並びに、個別に取り組まれる金融取引
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等の真の取引目的や取引背景を的確かつ十分
に把握し、取引時確認事務の確実な実行と、
顧客等及び取引等の適否について十分な審査
が適時・適切に行われること。単に委託者の
取引時確認にとどまらず、資産の流動化・証
券化スキームのアレンジャー、委託者から委
任を受けた指図権者、委託者又は受益者の指
名により信託業務を委託される第三者及び受
益者といった、信託スキームの関係者の相互
関係、受託財産の取得経緯や信託の利用目的、
契約の内容等も総合的に勘案し、当該信託ス
キームが組織犯罪等に利用されるものではな
いことを確認・検証すること、②信託会社の
業務内容・業容に応じて、システム、マニュ
アル等により、疑わしい顧客等や取引等を検
出・監視・分析する態勢を構築すること。ま
た、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案
の上、国籍、外国 PEPs 該当性、顧客が行っ
ている事業等の顧客属性や、外為取引と国内
取引との別、顧客属性に照らした取引金額・
回数等の取引態様その他の事情を十分考慮
し、さらに、既存顧客との継続取引や高リス
ク取引等の取引区分に応じて、適切に確認・
判断を行う（例えば、信託財産の移転や信託
受益権の譲渡には犯罪収益の移転に寄与する
リスクが伴うことを踏まえ、信託受益権の額
の多寡や受益者の属性等に照らして、受益者
の検出等を行なう）ことに留意が必要とされ
ている（37）。つまり、信託会社は、犯収法上
要求されている取引時確認の項目にとどまら
ず、自社の業務の特性とリスクに応じた追加
的な項目（監督指針に挙げられている事項に
加えて、例えば受託する信託財産の原資の適
正性、顧客に関するネガティブ・ニュースの
洗出し等）を信託契約の締結に際して確認し、
その情報の継続的な更新を通じて、自社が保

有する顧客情報に照らし、疑わしい取引の届
出の検討・判断を行うことが求められている
と考える。
　なお、疑わしい取引の届出は、顧客等との
間に取引が成立したことは必ずしも必要では
なく、例えば、顧客等がマネロン等を行っ
ている疑いがあるため取引を謝絶する場合
等、取引未了の場合も届出を行うべきとされ
る（38）。したがって、例えば、取引審査の段
階で反社会的勢力リストとの照合により、委
託者が暴力団員であることが判明した場合、
イスラム過激派やタリバーン関係者等の国際
テロリストに該当する個人及び団体との関係
が疑われる場合には、取引を謝絶するととも
に、疑わしい取引の届出を提出することとな
ろう。

⑵　疑わしい取引の参考事例
　我が国ではそれぞれの業務の特徴を踏ま
え、所管行政庁が特定事業者ごとに「疑わし
い取引の参考事例」を公表しているなか、金
融庁は、疑わしい取引の参考事例として、預
金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引
業者、暗号資産交換業者の参考事例をウェブ
サイトに掲載し、これら事業者以外の事業者
は、参考事例に準じた取扱いをするとしてい
る。なお、これらに記載された取引の例はあ
くまで参考事例であって、個別具体的な取引
が疑わしい取引に該当するか否かについて
は、顧客等の属性、取引時の状況その他当該
取引に係る情報を総合的に勘案して特定事業
者において判断する必要があり、これらの事
例に該当しない取引であっても、特定事業者
が疑わしい取引に該当すると判断したもの
は、届出の対象となる。
　信託会社の参考事例はないものの、預金取
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扱い金融機関及び金融商品取引業者の参考事
例のうち、自社が取扱う業務の範囲・特性に
当てはめて、疑わしい取引の届出の該当性の
判断の検討に役立てることが望ましい。

⑶　信託に関する疑わしい取引の届出状況
　2023年12月に公表された犯罪収益移転危険
度調査書によると、令和 2年から令和 4年ま
での間の、信託に関係する疑わしい取引の届
出件数は72件で、「疑わしい取引の参考事例」
に例示された類型のうち届出件数が多かった
ものとして、①取引時確認が完了する前に行
われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取
引時確認が完了できない取引（28件、38.9％）、
及び②暴力団員、暴力団関係者等に係る取引
（17件、23.6％）が挙げられている（39）。

⑷　疑わしい取引の抽出：取引フィルタリン
グ及び取引モニタリング
　マネロンガイドラインにおいて、IT シス
テムの導入、効率的かつ効果的なリスク管理
は対応が求められる事項として掲げられてお
り、届出るべき「疑わしい取引」である可能
性の高い取引を抽出するために、取引フィル
タリング及び取引モニタリングに関する必要
な体制を構築し、整備することが求められて
いる（40）。マネロンガイドラインにおいては、
「取引フィルタリング」は、取引前や制裁対
象者等リストが更新された場合等に、取引関
係者や既存顧客等について制裁対象者等のリ
ストとの照合を行うこと等を通じて、制裁対
象者等による取引を未然に防止することで、
リスクを低減させる手法（ネームスクリーニ
ング）をいい、「取引モニタリング」は、過

去の取引パターン等と比較して異常取引の検
知、調査、判断等を通じて疑わしい取引の届
出を行いつつ、当該顧客のリスク評価に反映
させることを通じてリスクを低減させる手法
をいうとされている。
　信託会社等に関する総合的な監督指針で
は、信託会社が行っている業務内容・業容に
応じて、システム、マニュアル等により、疑
わしい顧客等や取引等を検出・監視・分析す
る態勢を構築し、例えば、信託財産の移転や
信託受益権の譲渡には犯罪収益の移転に寄与
するリスクが伴うことを踏まえ、信託受益権
の額の多寡や受益者の属性等に照らして、受
益者の検出等を行なうことが求められてい
る（41）。
　疑わしい取引に該当するか否かの判断は、
すべての取引について一律に同じ深度でチェ
ックすることが義務付けられているものでは
なく、業者の判断でリスクに応じてチェック
の深度が異なることも許容されている。顧客
管理については、各事業者が自ら行う取引に
ついてリスクを評価した書面等の内容を勘案
して行われることになるため、取引フィルタ
リング及び取引モニタリングもリスクベース
で行うべきであろう。
　信託会社における取引フィルタリングで
は、委託者のみならず受益者もその対象と
し、取引モニタリングでは、信託財産の受益
者への出金の金額・頻度等が信託の目的に照
らして合理的なものかを検証する等、信託の
特性を踏まえた態勢構築を行うことが有益で
ある。以下は、信託会社における取引フィル
タリング・取引モニタリングを活用した実務
の一例である。



信託に関する規制及び信託会社の実務⑷
―信託とマネー・ローンダリングリスク ―　　―175信託297号 2024.2

5.　コルレス契約締結の際の確認
　特定事業者（為替取引を業とする金融機関。
信託銀行は含まれるが、信託会社は含まれな
い）は、外国所在為替取引業者との間で、為
替取引を継続的に又は反復して行うことを内
容とする契約（コルレス契約）を締結するに
際しては、①当該外国所在為替取引業者が、
取引時確認等相当措置を的確に行うために必
要な態勢を整備しており、当該外国の行政庁
に相当する機関により適切な監督を受けてい
る状態にあること、②当該外国所在為替取引
業者が、業として為替取引を行う者であって
監督を受けている状態にないものとの間で為
替取引を継続的に又は反復して行うことを内
容とする契約を締結していないことを、確認
しなければならない（犯収法 9条 1項、2項）。
　マネロンガイドラインにおいては、他の金
融機関等に海外送金等を委託等する場合にお
いても、自らが行う他の業務と同様に、海外
送金等によるマネロン・テロ資金供与リスク
の特定・評価・低減を着実に行うことも求め

られている（42）。
　信託会社は、犯収法上の義務は負っていな
いものの、信託会社等に関する監督指針にお
いて、コルレス先の確認に加え、カストディア
ンとの取引に係る契約についても犯収法 9条
に定めるコルレス契約と同等の態勢構築が求
められている。そして確認の結果、コルレス
先が架空銀行であった場合又はコルレス先が
その保有する口座を架空銀行に利用されるこ
とを許容していた場合は、当該コルレス先と
の契約の締結・継続を遮断する必要がある（43）。
　確認は、コルレス契約の相手方から申告
を受ける方法、行政庁に相当する外国の機
関によりインターネットを利用して公衆の
縦覧に供されている契約相手に係る情報を
閲覧して行うものとされている（犯収法施
行規則28条）。実務上、コルレス契約を締結
する際には、ウォルフスバーグ・グループ
（Wolfsberg Group）が公表している、契約
の相手方となる金融機関のマネロン等対策に
関する体制の整備状況を確認するための質問

新規取引開始前 - 信託契約の委託者、受益者、信託スキームのその他の当事者（顧客等）について、
ネームスクリーニングを実施し、制裁対象者等・反社会的勢力等を洗出し、これ
らに該当する者との取引は謝絶する
- 氏名だけでなく勤務先や旧姓等もフィルタリングの対象とする
- ネームスクリーニングと合わせて、顧客等のネガティブ・ニュースのスクリーニ
ングを実施し、結果を踏まえた顧客のリスク評価を行うことでリスクに応じた受
入審査・継続的顧客管理を実施する

取引開始後 - 信託財産の追加・交付を取引モニタリングの対象とする
- 信託財産の追加に際して受託する財産は、必要に応じて取引時確認の際に確認し
た取引の目的や顧客のプロファイルに照らして問題ないかを確認する
- 顧客情報の更新時・制裁対象者リストの更新時には、その差分について遅滞なく
スクリーニングを実施する
- リスクに応じた頻度で定期的な顧客レビューを行い、その際に、レビュー対象期
間中のネガティブ・ニュースのスクリーニングを実施する
- 顧客レビューの際又は定期的に一定の頻度で、反社会的勢力リストとのスクリー
ニングを実施する
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票（Corresponding Banking Due Diligence 
Questionnaires （CBDDQ））が広く利用され
ているほか、金融機関が独自の質問票を策定・
利用することもできる。

6.　外国為替取引に係る通知義務
　特定事業者（為替取引を行う金融機関）は、
外国為替取引を行う場合は、当該取引に係る
顧客の一定の情報（本人特定事項、その他主
務省令で定める事項）を通知しなければなら
ない（犯収法10条、犯収法施行規則31条 １ 項）。
マネロン・テロ資金供与等を効果的に摘発す
るためには、国際間の資金移動を追跡し、海
外送金を行う者の情報交換が不可欠であるた
め、この通知義務が課せられる。上記「5. 
コルレス契約締結の際の確認」は、信託会社
は法令上確認義務の対象となっていないのに
対し、外国為替取引に係る通知義務の規定は、
信託会社等一定の特定事業者を除外する書き
ぶりにはなっていない。しかし、逐条解説で
は、本規定は、国内での顧客からの送金依頼
受付（窓口）銀行及び資金移動業者について

の規定であるとされている（44）。

7.　特定事業者に求められる態勢整備
　この規定は FATF の勧告を受けて、2014
年犯収法改正により設けられたものである。
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保
存、疑わしい取引の届出等の措置（以下「取
引時確認等の措置」という）を的確に行うた
め、当該取引時確認をした事項に係る情報を
最新の内容に保つための措置を講ずる必要が
ある（犯収法11条）。改正時のパブコメにお
いては、本人特定事項に変更があった場合に、
顧客等が特定事業者に対し変更の届出等が必
要な旨を約款に盛り込むこと等の措置を講ず
ることを想定していると回答されている（45）。
また、定期的な顧客レビューの際に、取引時
確認をした事項について変更の有無を確認す
ることも有意義である。この他、特定事業者
に対する様々な努力義務が設けられた（犯収
法施行規則32条）。以下は、特定事業者の努
力義務（抜粋）と留意点・具体的な措置の一
例である。

犯収法11条 1 項各号に掲げる措置 留意点/具体的な措置の例

1号：使用人に対する教育訓練の実施 顧客に接触する部署に所属する役職員及びマネロ
ン等対策の管理業務に携わる役職員に対する定期
的な研修の実施。

2号：取引時確認等の措置の実施に関する規程の
作成

取引時確認の内容・方法等について定めた社内規
程及びマニュアル等の作成。
自社の行う業務内容に照らして、特に兼業業務と
して信託以外の業務を行う場合は、各業務につき、
取引時確認及び確認記録の保存・作成の要否を定
める。

3号：統括責任者の選任 社内規程において統括責任者を選任し、その役割
を規定する。

4号：犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し
て講ずべきものとして主務省令で定める措置
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犯収法11条 1 項各号に掲げる措置 留意点/具体的な措置の例

犯収法施行規則32条 1 項
1 号：特定事業者作成書面等（リスク評価書）（46）

の作成と見直し

国家公安委員会が毎年作成・公表する犯罪収益移
転危険度調査書のうち、自社に関する部分の記載
の内容を勘案した上で、必要に応じて自社に特有
のリスク要因を加味したうえで、自社が行う取引
について、マネロン等のおそれの程度等について
評価・分析し、その調査・分析の結果を記載した
書面を作成する（47）。毎年の犯罪収益移転危険度
調査書の改訂に合わせ、リスク評価書を見直すこ
ととする。自社の前年度中の業務の特性・内容の
変化、顧客の属性とその変化、取引モニタリング
のアラートの件数・誤検知率、及び疑わしい取引
の届出等を踏まえて、リスク低減措置の有効性の
検証・見直しを行う。

2号：リスク評価書の内容を勘案し、取引時確認
等の措置を行うに際して必要な情報を収集すると
ともに、当該情報を整理し、及び分析すること

「必要な情報」については、例えば、取引時確認
の際に顧客等から申告を受けた職業等の真偽を確
認すること、外国 PEPs であるかの情報収集を行
うこと、実質的支配者と顧客等との関係を把握す
ること等が想定され（48）、情報の整理・分析とし
ては、例えば、疑わしい取引の届出を行うべき取
引に該当するかを的確に判断するため、収集した
情報について、取引と矛盾する点がないか・当該
取引に疑わしい点がないかなどの観点から分析す
ることが想定されているが（49）、顧客に接触する
部署の役職員から独立した立場のコンプライアン
ス担当者等が、顧客等やその関係者等について取
引フィルタリングの結果をレビューし、取引時確
認等で確認した事項の真偽を検証・分析する。

3号：リスク評価書の内容を勘案し、確認記録及
び取引記録等を継続的に精査すること

定期的に確認記録・取引記録等をサンプルチェッ
クする方法では不十分であり、内部監査や外部監
査において精査を行ったとすることも不十分であ
る（50）。
コンプライアンス担当者等による取引フィルタリ
ング・取引モニタリングのアラートのレビューを
通じて、確認記録及び取引記録等の整合性を確認
する。

4号：顧客等との取引がハイリスク取引（51）に該
当する場合には、当該取引を行うに際して、当該
取引の任に当たっている職員に当該取引を行うこ
とについて業務統括管理者の承認を受けさせるこ
と

顧客受入方針等において、取引のリスクに応じた
デューディリジェンスの深度や承認プロセス、取
引の承認又は拒絶の要件等を規定する。

5号：ハイリスク取引（52）について、第二号に規
定するところにより情報の収集、整理及び分析を
行ったときは、その結果を記載し、又は記録した

取引のリスクに応じた情報の収集・整理・分析の
深度や裏付け資料の必要性について定めるととも
に、記録の保管方法も確認記録又は取引記録等と
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　上記の他、特定事業者が特定業務に相当す
る業務を外国において行う場合又は外国会社
の議決権の過半数超を保有する場合には、当
該外国において取引時確認等の措置に準じた
措置の実施を確保する等の努力義務も設けら
れている（犯収法施行規則32条 2 項）。
　また、前述の通り、信託会社等に関する総
合的な監督指針においても、マネー・ローン
ダリング等の防止に向けた態勢整備が求めら
れており、信託業法又は兼営法に基づいて、
取引時確認等の管理態勢について問題がある
と認められる場合には報告命令や、重大な問
題があると認められる場合には業務改善命令
等の対象となる場合がある。

第 ４ 節　外為法に基づく本人確認及び資
産凍結等経済制裁への対応

1.　目　　的
　外国為替及び外国貿易法（外為法）は、外
国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に
行われることを基本とし、対外取引に対し必
要最小限の管理又は調整を行うことにより、
国内・国際社会の平和及び安全の維持、経済
の健全な発展等に寄与することを目的として
いる（外為法 1条）。

2.　本人確認
　2001年の米国同時多発テロ事件を受けて、
2002年に本人確認を法的な義務とする改正が
行われたことにより、金融機関等（信託銀行・
信託会社も含まれる）及び両替業者は、外為
法との関係でも、本邦から外国へ向けた支払
等に係る為替取引（特定為替取引）又は非居

犯収法11条 1 項各号に掲げる措置 留意点/具体的な措置の例

書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引
記録等と共に保存すること

ともに保存する。
なお、記録は、 7年間保存する必要があり、犯罪
収益移転危険度調査書において、当該取引がいか
なる理由でハイリスク取引とされているかといっ
たことに着目して、情報収集の分析結果等を作成
することとなる（53）。

6 号：取引時確認等の措置の的確な実施のために
必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員
として採用するために必要な措置を講ずること

本規定はマネロン等対策についての専門的な知識
を有する者の採用を義務付ける趣旨ではなく、採
用面接等を通じて必要な能力を身につける素養の
ある者を採用するといった趣旨である（54）。また、
採用に際して少なくとも反社会的勢力でないこと
を確認する等の身元調査は検討に値する。

7号：取引時確認等の措置の的確な実施のために
必要な監査を実施すること

監査は外部監査に限られるものでなく、内部監査
や社内検査でも可とされている（55）。また、監査
の頻度は、例えば、リスク評価書におけるリスク
評価に基づき効果的かつ十分な頻度を設定する。
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住者との間で資本取引を行う場合には、本人
確認及び確認記録の作成・保存の義務を負う
こととなった（外為法18条、18条の 3）。信
託の受託者として行う取引のうち本人確認義
務の対象となるものは、信託の設定や受益者
の指定・変更に係る取引と、信託受託者が信
託財産の管理・運用を行う際の取引に係るも
のがある。
　特定為替取引のうち本人確認の対象となる
のは、①顧客による本邦から外国へ向けた支
払に係る為替取引、②居住者である顧客と非
居住者の間で行う支払等に係る為替取引であ
る（外為法18条）。ただし、十万円に相当す
る額以下のものは除かれる（外国為替令 7条
の 2）。本人確認記録の保管期間は、特定為
替取引が終了した日等から 7年間である（外
為法18条の 3、 2項）。
　外為法20条各号に定める非居住者との間の
資本取引に係る契約の締結その他の政令で定
める行為（資本取引に係る契約締結等行為）
を行う場合に、本人確認が必要となる（本人
確認は不要とされているものは除く）（外為
法22条の 2）。
　資本取引に係る契約締結等行為のうち本人
確認の対象となる取引で、信託業務に関連す
るとものは、主として、①預金契約の締結（信
託財産の管理・運用のために行う海外カスト
ディアンとの契約締結等）、②信託契約の締
結（非居住者である顧客との契約の場合、居
住者である顧客との信託契約が外貨建てであ
る場合）、③信託財産の運用のために行う非
居住者との間の証券の取得又は譲渡（外国投
資信託を信託財産の投資対象とする場合の当
該外国投資信託の取得等）が挙げられる。
　犯収法と比較すると、外為法において本人
確認を行うべき事項は、顧客等及びその代表

者等の本人特定事項（本人特定事項の定義は
ほぼ同義、本人確認書類・補完書類の範囲も
同様）であり、取引時確認までは要求されて
いない。また、既に本人確認義務を履行した
ことのある顧客等については、確認済の顧客
等であることを確認すれば、本人確認手続き
を省略できる点も共通している。従って、基
本的には、犯収法上の取引時確認を行い確認
記録及び取引記録等の作成・保存を行うとい
う手続きを徹底することにより、外為法上の
本人確認義務等も充足し得る（同一の相手方
について犯収法と外為法それぞれの確認記録
を作成・保存する必要はない）ものと考えら
れる（56）。

3.　資産凍結等経済制裁
　外為法において、対外取引が自由に行われ
ることを基本としつつも、国際約束を誠実に
履行するため必要があるとき、国際平和のた
めの国際的な努力に我が国として寄与するた
め特に必要があると認めるとき等は、主務大
臣（財務大臣及び経済産業大臣）は、所要の
経済制裁措置を発動することができることと
なっている。現在、こうした経済制裁措置と
して、イラク前政権の機関等及びイラク前政
権の高官又はその関係者等、タリバーン関係
者等やテロリスト等が資産凍結等措置の対象
として指定されており、資産凍結等の措置の
対象となる個人・団体向け支払、当該個人・
団体との間の資本取引（預金契約、信託契約
及び金銭の貸付契約）等を許可制とし、それ
らの取引を不許可処分にすることにより資産
凍結等の措置を実施している。
　外国為替検査ガイドラインにおいては、資
産凍結等経済制裁対象者の追加等への対応と
して担当者へのその内容の周知、システムに
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より「制裁対象者リスト」を維持している場
合には迅速な更新と照合による対象者との取
引の有無の確認等が要求されている（57）。
　さらに、金融庁は、マネロンガイドライン
において、マネロン等対策の取組の一環とし
て、制裁対象者リストの維持・更新・顧客等
の氏名等との照合行うことを金融機関に求め
ており、あいまい検索を実施する等、照合を
幅広く行うべきとしている。
　資産凍結等経済制裁に関連したリスクは、
マネロン等のリスクと関連が深いことから、
信託銀行及び信託会社においては、外為法に
基づく経済制裁措置への対応もマネロン等対
策の一部として態勢整備を行うことが望まし
い。
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